
 医師法第 7 条は、医師に対する行政処分を定め

る。「罰金以上の刑に処せられた者や、医事に関し

犯罪又は不正の行為のあつた者、さらに医師とし

ての品位を損するような行為をした者等、処分事

由にあたる者について、厚生労働大臣は、戒告、

三年以内の医業の停止、または免許の取消しをす

ることができる。」とある。 

 そしてその 4 項では、「厚生労働大臣は、前三

項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ、

医道審議会の意見を聴かなければならない」と明

記し、ここで医道審議会が一定の役割を果たすこ

とが分かる。医道審議会は、医療職の国家試験の

あり方や死体解剖法上の解剖資格の認定など、行

政処分以外の事柄についての権限も有するが、最

も重要な役割が、医師に限らず､歯科医師、保健師、

助産師、看護師、理学療法士などさまざまな医療

職の行政処分についての答申を行うところにある

のは間違いない。そのための会議は通例年 2 回行

われる。 

 だが、たとえば 2012 年 3 月の医道審議会の答

申を伝える報道によれば、「医道審議会：医師と歯

科医師 38 人を行政処分」とあり、その処分理由

は、集団準強姦未遂、強制わいせつ、傷害、住居

侵入などが並んでおり、いったいこれは「医道」

を審議する会なのか疑問視される。診療報酬の不

正請求という理由は、まさに医療制度に関わるも

のであるが、そのなかで「医事に関する不正」と

して「医療ミスリピーター医師を初処分」したこ

とが注目を集めた。逆にいえば、医療ミスは、業

務上過失致死傷罪によって有罪となった事案を除

いて、これまでは処分の対象とならなかったので

ある。 

 医道審議会は、30 人以内の委員からなり、委員

には医師会会長をはじめとする医療専門家や学識

経験者が就任している。いくつもの分科会に分か

れて、さまざまな医療職のあり方について検討す

る仕組みが取られているが、少なくとも行政処分

については多くの問題を抱えている。 

 第 1 に、処分のほとんどは刑事処分の後追いで

あり、独自の調査をすることがない。しかも、処

分に際しては対象者に弁明や意見を述べる機会が

与えられているが、それらは都道府県に手続きが

委ねられており、実質上処分を決定する医道審議

会の委員が聴聞を行うわけでもない。聴聞の記録

だけが霞ヶ関に届けられ、そのほとんどは厳しい

刑事手続で有罪となった事案であるから、安んじ

て審議会は処分を答申することができる。だが、

それなら審議会は不要ではないか。 

 第 2 に、そのような形式的な仕組みと実施体制

の結果、わが国における医師の処分は他と比べて

極端に少ない。たとえば、わが国の弁護士数は医

師に比べてはるかに少ないが、医師よりも多い数

の処分を行っている。アメリカなど外国の医師の

処分数と比べれば、その少なさはもっとはっきり

する。それが日本の医師の「医道遵守」の結果で

あればよいが、それを立証するエビデンスはない。 

 第 3 に、医道審議会の議事は非公開であるため、

行政処分の基準やその適用について透明性に欠け

るとの批判もある。近時は、業務停止処分は 3 年

までと上限が定められたり、金額の多寡を問わず、

診療報酬不正請求に対しては同様の処分を行うな

ど、一定のルールに従った処分がなされているこ

とを示す点もあるが、裁判と同様の公開性が求め

られてもよいはずである。 

 しかし、最大の問題点は、約 32 万人の医師、

約 10 万人の歯科医師、100 万人ともいわれる就業

看護師など、圧倒的に多数の医療職を、1 つの医

道審議会で処分するというのがおよそ無理だとい

うところにある。その役割と機能のあり方を再検

討すべき時期である。 

 近年の新たな動きとして、2015 年に川崎市の医

科大学で精神保健指定医の取得に際し、要件とな

るレポートについてコピーされたものを使い回し

されるなど不正行為があることが発覚し、それを

契機に厚労省が全国調査した結果、2016 年に 89

人の資格を取り消し、それに伴う医師の行政処分
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を行った。このため、処分者数が急増した。2018

年 1 月の医道審議会では医師 28 件の処分（医業

停止 2 月 2 件、医業停止 1 月 11 件、戒告 15 件）、

3 月には医師 37 名に対する行政処分（医業停止 1

月 20 件、戒告 17 件）の答申がなされた。 

 ただし、この大量の処分については、後追いで

処分の基準が定められた（事前に明確な基準がな

かった）との理由で、処分を不服とする訴訟が提

起された。行政処分も不利益処分であるからには、

適正な手続きが要請される。この訴訟の帰趨は何

であれ、先に記したように、処分の基準やその適

用のあり方について、透明性・公正性の観点から

常に改善が必要であることは確かである。 

 （平成 30 年 8 月 31 日掲載） 


